
大阪市連携施設支援事業交付金交付要綱 

 

（目的）  

第１条 この要綱は、大阪市連携施設支援事業交付金（以下「交付金」という。）の交付について

必要な事項を定めるとともに、大阪市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例（平成26年９月22日条例第101号）に規定する小規模保育事業者、家庭的保育事業者、事業所

内保育事業者における連携施設について、関係法令に定めるもののほか、その実施に必要な事項

を定めることを目的とする。 

  なお、居宅訪問事業者については、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成26年

厚生労働省令第61号、以下、「省令」という。）第６条に基づき除くものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。 

（１）保育所 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第39条第１項に規定する保育所（就学前の子

どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号。以下

「認定こども園法」という。）第３条第１項又は第３項の認定を受けた施設及び同条第９項の

規定による公示がされた施設を除く。）のうち本市市域内（以下、「市内」という。）にある

施設をいう。ただし、大阪市立児童福祉施設条例別表第１に掲げる施設のうち、本市が直接運

営する保育所を除く。 

（２）幼稚園 学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する幼稚園（国及び地方公共団体

が設置するものを除く。）のうち市内にある施設をいう。 

（３）認定こども園 認定こども園法第２条第６項に規定する認定こども園のうち市内にある施設

をいう。 

（４）家庭的保育事業者 児童福祉法第６条の３第９項に規定する家庭的保育事業を行う事業者を

いう。 

（５）小規模保育事業者 児童福祉法第６条の３第10項に規定する小規模保育事業を行う事業者を

いう。 

（６）居宅訪問型事業者 児童福祉法第６条の３第11項に規定する家庭的保育者による保育を行う

事業者をいう。 

（７）事業所内保育事業者 児童福祉法第６条の３第12項に規定する事業所内保育事業を行う事業

者をいう。 

（８）家庭的保育事業者等 「家庭的保育事業者」「小規模保育事業者」「事業所内保育事業者」

を併せて「家庭的保育事業者等」という。 

（９）連携施設 省令第６条に基づき、家庭的保育事業者等が利用乳幼児に対する保育が適正かつ確実に

行われ、及び、家庭的保育事業者等による保育の提供の終了後も満三歳以上の児童に対して必要な教

育又は保育が継続的に提供されるために連携協力を行う保育所、幼稚園又は認定こども園のこと。  

（10）保育内容支援 省令第６条１号に掲げる集団保育を体験させるための機会の設定、保育の適切な提

供に必要な家庭的保育事業者等に対する相談、助言等の支援を行うこと。  

（11）代替保育 省令第６条第２号に掲げる家庭的保育事業所等の職員の病気、休暇等により保育を提供

することができない場合に、当該家庭的保育事業者等に代わって提供すること。  



（12）２歳児の卒園後の受け皿 省令第６条第３号に掲げる家庭的保育事業者等により保育の提供を

受けていた利用乳幼児の全部若しくは一部について、当該保育の提供の終了（卒園）に際して、引き

続き当該連携施設において受け入れて教育又は保育を提供すること。  

 

（交付対象者等の範囲）  

第３条 交付金の交付を受けることができる者は、家庭的保育事業者等と「連携の３つの内容（①

保育内容支援、②代替保育、③２歳児の卒園後の受け皿）」（以下、「３項目」という。）につ

いて、「大阪市家庭的保育事業等の認可に関する審査基準」に定める「家庭的保育事業等連携施

設支援合意書」（以下、「合意書」という）を交わした連携施設（保育所、認定こども園、幼稚

園）を運営する者とする。 

２ 連携施設を運営する者が、複数の家庭的保育事業者等と３項目での連携合意をした場合でも、

交付金の交付対象となる家庭的保育事業者等は１事業者とする。 

３ 家庭的保育事業者等が複数の連携施設と３項目での連携合意をした場合でも、交付金の交付対

象となる連携施設は１施設とし、対象となる施設については、本市より家庭的保育事業者等に確

認するものとする。 

４ 連携施設を運営する者が同一法人で運営する家庭的保育事業者等と合意書を交わす場合（以

下、「同一法人」という。）及び、平成29年３月31日までに合意書を交わしている場合は、本交

付金の交付対象外とする。 

５ ただし、前項の平成29年３月31日までに合意書を交わしている場合においても、同一法人では

なく、平成29年４月以降からの連携支援を前提とした合意については、本事業の対象とする。 

 

（対象事業及び交付金額） 

第４条 交付金の交付対象となる事業及び交付金額については、第１条の目的を達成するために必

要な範囲として、別表に掲げるものとする。 

 

（対象期間）  

第５条 当該交付金の対象とする期間は、本事業における申請の添付書類として提出する『家庭的

保育事業等連携施設支援合意書』における連携開始予定日の属する月から当該年度の翌年の年度

末までとする。ただし、令和３年度に新たに連携合意した場合における当該交付金の対象期間

は、当該年度の年度末までとする。 

２ 前項の対象期間中であっても、交付金の交付を受けようとする者は、本要綱の定めに従い、交

付金交付申請に係る手続を毎年度ごとに行わなければならない。 

３ 対象期間内であっても、連携支援の合意が破棄された場合、破棄された日の属する月をもって

対象期間は終了するものとする。  

 

（交付申請） 

第６条 交付金の交付を受けようとする者は、１月末までに大阪市連携施設支援事業交付金交付申

請書（様式第１号）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、本市所定の次に掲げる書類を添付しなければならない。 

（１）事業計画書（様式第２号） 



（２）家庭的保育事業等連携施設支援合意書（私立施設）（写） 

３ 前項の（２）家庭的保育事業等連携施設支援合意書（私立施設）（写）の提出にあたっては、本

市が連携支援等に関する認可申請、もしくは、変更申請を受理したことを確認するため、次に掲げ

る書類の内、本市より通知を受けたものの内、いずれか一つを添付しなければならない。 

（１）家庭的保育事業等認可について（写） 

（２）確認通知書（写） 

（３）家庭的保育事業等認可内容変更届出書の受理について（写） 

（４）特定地域型保育事業者確認内容変更届出書の受理について（写） 

 

（交付決定及び通知） 

第７条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地

調査等により、連携合意の内容、連携支援事業として実施予定の事業等が別表に定める事業に該当

するかどうか調査し、交付金の交付決定をしたときは、大阪市連携施設支援事業交付金交付決定通

知書（様式第３号）により交付金の交付の申請を行った者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の調査の結果、交付金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付し

て、大阪市連携施設支援事業交付金不交付決定通知書(様式第４号)により交付金の交付の申請を

行った者に通知するものとする。 

３ 市長は、交付金の交付申請の提出期限から 60日以内を標準的な処理期間とし、当該申請に係る

交付金の交付の決定又は交付金を交付しない旨の決定をするものとする。 

４ 前項の規定は、交付申請に添付すべき書類が全て到達している事業にのみ適用し、交付申請に添

付すべき書類が到達していない事業については、全ての書類到達後（申請内容を補正するための期

間は除く）の翌日から 60 日以内に交付決定又は交付金を交付しない旨の決定をするものとする。 

 

（申請の取下げ） 

第８条 交付金の交付の申請を行った者は、前条第１項の規定による通知を受領した場合において、

当該通知の内容によりこれに付された条件に不服があり申請を取下げようとするときは、大阪市

連携施設支援事業交付金交付申請取下書（様式第５号）により申請の取下げを行うことができる。 

２ 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して 10日

とする。 

 

（交付の時期等） 

第９条 市長は、交付金の交付の対象となる事業（以下「交付事業」という。）の完了後、第 14条の

規定による交付金の額の確定を経た後に、交付金の交付の決定を受けた者（以下「交付事業者」と

いう。）から請求を受けた日から 30日以内に当該請求にかかる交付金を交付するものとする。 

２ 市長は、交付事業者の財務状況等から特に必要な場合に限り、交付事業者からの理由書を審査の

うえ、交付事業の完了前に、第７条に基づき決定された交付金の額の範囲内で概算払により交付す

ることができる。 

３ 交付事業者は、前項の規定による概算払による交付を受けようとする場合、第７条に基づき決定

された交付金の額の範囲内で大阪市連携施設支援事業交付金概算払い依頼書（様式第６－１号）並

びに請求書（様式第６－２号）により概算払による交付を市長に請求することができる。 



４ 市長は、前項の規定による概算払による交付の請求を受けたときは、概算払の必要性を精査し、

必要と認めたときは、当該請求を受けた日から 30日以内に当該請求に係る交付金を支出するもの

とする。 

 

（交付事業の変更等） 

第 10条 交付事業者は、連携合意の破棄など、交付事業の内容等に重大な変更が生じた場合、大阪

市連携施設支援事業交付金中止・廃止承認申請書（様式第７号）を市長に対し提出し承認を受けな

ければならない。 

 

（決定の取消し及び交付金の返還） 

第 11条 市長は、交付金の交付決定をした場合において、その後の事情変更により特別の変更が生

じたときは、交付金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれ

に付した条件を変更することができる。 

２ 前項の取消しを行った場合において、市長は、大阪市連携施設支援事業交付金事情変更による交

付決定取消（全部・一部）通知書（様式第８号）により交付事業者に通知するものとする。 

３ 交付事業者は、第２項の規定による通知を受けた場合において、取消し又は変更後の交付金の額

が既に交付を受けた交付金の額を下回っているときは、通知を受けた日から 20日以内に、既に交

付を受けた交付金の額から取消し又は変更後の交付金の額を差し引いた額を市長が発行する納付

書により戻入しなければならない。 

 

（立入検査等） 

第 12条 市長は、交付金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、交付事業者に対

して報告を求め、又は交付事業者の承諾を得た上で職員に当該交付事業者の事務所等に立ち入り、

帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。 

 

（実績報告） 

第 13条 交付事業者は交付事業が完了したとき（交付事業等が継続して行われている場合には各年

度の末日）は、大阪市連携施設支援事業交付金実績報告書（様式第９号）に事業報告書（様式第 10

号）を添えて市長に提出しなければならない。 

 

（交付金の額の確定等） 

第 14条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査及び

必要に応じて現地調査等の実施により、別表に掲げる各事業に適合するものであるかどうかを調

査し、適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、大阪市連携施設支援事業交付金

額確定通知書（様式第 12号）により交付事業者に通知するものとする。 

 

（交付金の精算） 

第 15条 第９条第２項の規定による交付金の概算払を受けた交付事業者は、前条の規定による交付

金の額の確定に係る通知を受けたときは、速やかに、大阪市連携施設支援事業交付金精算書（様式

第 13号）（以下、「精算書」という。）を作成しなければならない。ただし、年度の末日まで交付事



業等が行われている場合又は交付事業等が継続して行われている場合にあっては、概算払による

交付を受けた日の属する年度の末日に作成するものとする。 

２ 交付事業者は、精算書を当該交付事業の完了後 10日以内（交付事業等が継続して行われている

場合には各年度の末日から 10日以内）に市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、第１項の規定による精算書を精査し、精算により剰余又は不足が生じていると認める場

合には交付事業者あて通知しなければならない。 

４ 交付事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、本市が指定する日までに、剰余金を市長

が交付する納付書により戻入し、又は速やかに不足額に係る請求をしなければならない。 

５ 市長は、前項の規定による不足額に係る請求を受けたときは、当該請求を受けた日から 30日以

内に当該請求に係る交付金を交付するものとする。 

 

（決定の取消し） 

第 16条 市長は、交付事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、交付金交付決定等

の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１）虚偽の申請その他の不正な行為により、交付金交付決定等を受けた場合 

（２）交付金交付決定等の内容及びこれに付した条件その他法令等に違反した場合 

（３）その他、市長が不適当と認める事由が生じた場合 

２ 前項の規定は、交付すべき交付金の額の確定があった後においても適用があるものとする。 

３ 市長は、第１項に規定する取り消しを行ったときは、理由を付して交付事業者に大阪市連携施設

支援事業交付金交付決定取消通知書（様式第 14号）により通知するものとする。 

 

（交付金の返還） 

第 17条 市長は、前条第１項の規定により交付金交付決定等を取り消した場合において、交付事業

の当該取り消しに係る部分に関し、すでに交付金が交付されているときは、期限を定めてその返還

を命じ、大阪市連携施設支援事業交付金返還命令書（様式第 15号）により交付事業者に通知する

ものとする。 

２ 前項の命令があったときは、交付事業者は返還を命じられた額を本市が定める期日までに大阪

市あて納付しなければならない。 

 

（加算金及び延滞金） 

第 18条 交付事業者は、前条の命令を受けたときは、その請求に係る交付金の受領の日から納付の

日までの日数に応じて、当該交付金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間について

は、既納額を控除した額とし、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年 10.95

パーセントの割合で計算した加算金を本市に納付しなければならない。 

２ 交付金が２回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を

求められた額に相当する交付金は最後の受領の日に受領したものとみなし、当該返還を求められ

た額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を求められた額に達するまで順次さかのぼ

りそれぞれの受領の日において受領したものとみなす。  

３ 第１項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、交付事業者の納付した金

額が返還を求められた交付金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を求められた交



付金の額に充てられたものとする。  

４ 交付事業者が交付金の返還を求められ、これを納期日までに納付しなかったときは、税外歳入に

係る督促手数料、延滞金及び過料に関する条例(昭和 39 年大阪市条例第 12 号)第２条の規定によ

り算出した延滞金を本市に納付しなければならない。  

５ 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を求められた交付金の

未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎

となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。  

６ 市長は、第１項又は第４項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又

は延滞金の全部又は一部を免除することができる。 

 

（交付金の額の更正等） 

第 19 条 第 13 条に定める実績報告に誤りがあり、交付金に剰余が生じていたことが確認された場

合には、市長は、第 14 条に定める額の確定後もその剰余金を返還させることができるものとし、

交付事業者に大阪市連携施設支援事業交付金額更正通知書兼返還命令書（様式第 16号）により通

知し、交付事業者は、その剰余金を本市が定める期日までに返還しなければならない。（ただし、

第 11条の取消事由にあたる場合を除く。） 

２ 前項の規定により返還を命ぜられた交付事業者が納期日までに納付しなかったときは、税外収

入に係る督促手数料、延滞金及び過料に関する条例（昭和 39年大阪市条例第 12号）第２条の規定

により算出した延滞金を本市に納付しなければならない。 

３ 前項の規定により延滞金を納付しなければならない交付事業者が返還を求められた剰余金の未

納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎と

なるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。 

 

（関係書類の整備） 

第 20条 交付事業者は、交付事業に係る証拠書類として、交付事業の実施日や内容が確認できる資

料として日報や月報等を常に整備し、第７条の通知を受けた日の属する年度の終了後５年間保存

しなければならない。 

 

附 則 

１ この要綱は平成 29年４月１日から適用する。 

 

  附 則 

１ この要綱は平成 29年９月１日から施行し、同年 4月 1日より適用する。 

 

  附 則 

１ この要綱は平成 30年４月１日から施行し、同日より適用する。 

 

  附 則 

１ この要綱は令和元年７月８日から施行し、同日より適用する。 

 



  附 則 

１ この要綱は令和２年４月１日から施行し、同日より適用する。 

 

  附 則 

１ この要綱は令和３年４月１日から施行し、同日より適用する。 

 

【別表】  

項   目 金    額 

①３項目での合意 

 （新規交付事業者のみ該当） 

月額 24,000円 

（最大 年額 288,000円） 

②事業の実施による加算 （最大 年額 712,000円） 

 

 

 

 

給食体験 1回単価 11,000円 

合同行事 1回単価 21,800円 

園庭開放 1回単価  9,300円 

施設見学会 1回単価  9,300円 

 

１ １年目となる事業者の交付金額は、「①３項目での合意」について、年額 288,000円を上限と

して交付するものとし、また、「②事業の実施による加算」については、年額 712,000円を上限

とし交付するものとし、交付金額の年額上限金額は 1,000,000円とする。 

２ ２年目となる事業者の交付金額については、「①３項目での合意」については交付対象外と

し、「②事業の実施による加算」のみ該当するものとし、交付金額の年額上限金額は 712,000円

とする。 

３ ３年目以降については、「①３項目での合意」並びに「②事業の実施による加算」について

は、交付金の対象外とする。 

４ 令和３年度から交付決定を受けた事業者については、単年度の交付とする。ただし、対象期間

の延長を行った場合はこの限りではない。 

５ 給食体験については、連携施設において、家庭的保育事業者等の園児と合同で給食を行うもの

を対象とする。 

６ 合同行事については、連携施設において、家庭的保育事業者等の園児が、豊かな経験を得られ

ることを目的とした交流事業を対象とし、具体的には、運動会や発表会、クリスマス会等の事業

の事前準備から事業への参加、事業等の見学などを対象の事業とする。 

  個別の内容については、事業計画書に事業名とともに事業の目的を記載して申請するものと

し、申請を受けて本市として判断を行うものとする。 

７ 園庭開放については、連携施設の園庭を開放して、家庭的保育事業者等の園児が参加できる状

態を確保した場合に対象の事業とする。 

８ 施設見学会については、連携施設において、家庭的保育事業者等の在園児の保護者が、参加で

きる事業として実施した場合に対象の事業とする。 


